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二

は
じ
め
に

　

鄭
斉
斗
（
一
六
四
九－

一
七
三
六
）
は
朝
鮮
後
期
の
陽
明
学
者
で
あ
り
、

朱
子
学
が
体
制
教
学
と
し
て
思
想
界
を
支
配
し
た
朝
鮮
王
朝
時
代
に
お
い
て

そ
の
存
在
は
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
近
年
、
そ
の
生
涯
や
思
想
に

つ
い
て
韓
国
で
は
陽
明
学
会
を
中
心
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
日
本
で

は
中
純
夫
氏
の
最
近
の
研
究
が
鄭
斉
斗
お
よ
び
韓
国
陽
明
学
研
究
の
一
到
達

点
を
示
し
て
い
る）

1
（

。
た
だ
し
、
鄭
斉
斗
の
礼
学
に
つ
い
て
は
従
来
あ
ま
り
取

り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
な
お
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る）
2
（

。

　

鄭
斉
斗
は
朝
鮮
の
儒
者
と
し
て
博
大
篤
実
な
学
風
を
誇
る
と
と
も
に
、
士

大
夫
＝
エ
リ
ー
ト
的
風
貌
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
的

風
貌
は
彼
の
出
自
や
姻
戚
関
係
に
も
よ
る
が
、
学
問
的
に
は
礼
学
に
お
い
て

と
り
わ
け
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
鄭
斉
斗
は
国
王
・
朝
廷
に
対
す
る
献
議
を
数
多
く
行
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
国
家
儀
礼
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
朝

鮮
の
政
治
を
特
徴
づ
け
る
「
礼
訟
」
と
関
係
が
あ
り
、
陽
明
学
者
と
い
え
ど

も
礼
学
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
関
係
し
て
い
よ
う

が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
下
問
に
対
し
て
鄭
斉
斗
が
そ
の

つ
ど
正
面
か
ら
き
ち
ん
と
答
え
て
い
る
の
は
、
彼
が
礼
学
に
関
し
て
並
々
な

ら
ぬ
造
詣
の
持
ち
主
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
礼
学
に
関
し
て
、
か
つ
て
尹
南
漢
氏
は
鄭
斉
斗
の
「
程
朱
学

的
保
守
性
」
を
物
語
る
も
の
と
し
、
鄭
斉
斗
は
朱
王
折
衷
的
学
風
を
も
っ
て

い
た
た
め
と
見
て
い
る）

3
（

。
こ
れ
に
対
し
て
近
年
の
金
允
貞
氏
は
朝
鮮
王
朝
後

期
に
お
け
る
宗
族
や
国
家
に
お
け
る
儀
礼
の
必
要
性
を
念
頭
に
置
い
て
そ
の

意
義
を
再
検
討
し
て
い
る）

4
（

。
筆
者
は
金
允
貞
氏
の
観
点
に
基
本
的
に
賛
同
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
鄭
斉
斗
の
礼
学
思
想
を
整
理
す
る
と
と

も
に
、
そ
れ
が
陽
明
学
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
を
検
討
し



一
六

て
み
た
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
中
国
の
陽
明
学
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
さ
ら
に
は
日
本
の
陽
明
学
と
の
比
較
も
視
野
に
入
れ
て
そ
の
礼
教
の

意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

一　

鄭
斉
斗
の
生
涯
と
陽
明
学

　

ま
ず
、
鄭
斉
斗
の
生
涯
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う）

5
（

。
鄭
斉
斗
は
字
は
士

仰
で
、
霞
谷
先
生
と
称
さ
れ
る
。
一
六
四
九
年
（
仁
祖
二
十
七
年
）
六
月
、

漢
城
（
現
ソ
ウ
ル
）
に
生
ま
れ
る
。
本
貫
は
迎
日
県
（
現
在
の
慶
尚
北
道
）。

諡
号
は
文
康
。
高
麗
末
の
名
儒
・
鄭
夢
周
の
子
孫
で
、
祖
父
維
城
は
議
政
府

右
議
政
に
ま
で
上
り
つ
め
た
大
官
で
あ
り
、
王
室
や
当
時
の
重
臣
と
も
縁
戚

関
係
を
も
つ
名
流
の
出
身
で
あ
っ
た
。
朴
世
采
お
よ
び
尹
拯
の
門
人
で
あ
り
、

学
派
的
に
は
西
人
・
少
論
派
に
属
す
る
。
だ
が
、
一
六
七
二
年
（
顕
宗
十
三

年
）、
二
十
四
歳
の
時
、
別
試
（
臨
時
試
験
）
の
殿
試
に
落
第
す
る
と
利
禄
の

道
を
絶
っ
て
学
問
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
当
時
、
激
し
さ
を
増

し
つ
つ
あ
っ
た
党
争
の
危
険
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

鄭
斉
斗
は
そ
の
後
、
重
臣
に
よ
り
し
ば
し
ば
要
職
に
推
薦
さ
れ
る
が
、
就

任
を
辞
退
し
て
い
る
。
し
か
し
、
晩
年
の
景
宗
朝
・
英
祖
朝
に
お
い
て
は
異

例
の
立
身
を
遂
げ
る
。
す
な
わ
ち
一
七
二
二
年
（
景
宗
二
年
）
に
司
憲
府
大

司
憲
、
つ
い
で
吏
曹
参
判
と
な
り
、
一
七
二
四
年
（
景
宗
四
年
）
に
は
成
均

館
祭
酒
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
英
祖
か
ら
は
篤
い
信
任
を
受
け
て
た
え
ず
下
問

に
あ
ず
か
り
、
最
晩
年
の
一
七
三
四
年
（
英
祖
十
年
）
に
は
議
政
府
右
賛
成
、

一
七
三
五
年
（
英
祖
十
一
年
）
に
は
元
子
輔
養
官
と
な
っ
て
い
る
。
死
去
し

た
の
は
翌
年
の
一
七
三
六
年
（
英
祖
十
二
年
）
八
月
で
あ
る
。

　

彼
の
生
涯
は
そ
の
居
住
地
に
よ
っ
て
（
一
）
京
居
時
代
（
一
歳
〜
四
十
一

歳
）、（
二
）
安
山
時
代
（
四
十
一
歳
〜
六
十
一
歳
）、（
三
）
江
華
時
代
（
六

十
一
歳
〜
八
十
八
歳
）
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
陽
明
学
信
奉
は
二
十
代
に
は

始
ま
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
三
十
代
以
降
、
書
簡
な
ど
を
通
し
て
し
ば
し

ば
師
友
に
陽
明
学
信
奉
を
告
白
し
、
ま
た
議
論
を
か
わ
し
て
い
る
。
こ
の
頃

の
彼
の
思
想
的
動
向
を
示
す
例
を
一
つ
挙
げ
れ
ば
、
一
六
八
二
年
（
粛
宗
八

年
）、
三
十
四
歳
の
鄭
斉
斗
が
一
時
危
篤
状
態
に
陥
っ
た
時
、
弟
の
鄭
斉
泰
に

後
事
を
託
す
た
め
に
書
か
れ
た
「
壬
戌
遺
教
」（『
霞
谷
集
』
巻
七
）
が
あ
る
。

そ
こ
に
次
の
よ
う
に
い
う
。〔　

〕
内
は
原
注
で
あ
る
。

後
世
学
術
不
能
無
疑
、
窃
恐
聖
旨
有
所
未
明
。
惟
王
氏
之
学
、
於
周
程

之
後
、
庶
得
聖
人
之
真
。
窃
嘗
委
質
潜
心
、
略
有
班
見
、
而
恨
未
能
講
。

乃
以
其
書
及
所
嘗
抄
録
表
識
而
未
及
脫
稿
者
、
並
与
所
蔵
経
書
数
匣
・

手
写
数
冊
、
蔵
之
一
篋
以
遺
之
。
惟
是
毋
自
卑
下
、
無
忘
吾
志
〔
良
志

之
学
、
直
是
真
実
、
只
惟
吾
性
一
箇
天
理
而
已
。
不
是
拘
於
文
句
、
逐

於
言
語
、
以
為
論
弁
之
資
而
已
也
。
須
是
知
得
至
意
所
脳
而
領
会
之
耳
。

是
人
心
良
知
之
無
不
自
知
得
者
是
耳
。
惟
実
致
之
而
已
、
且
不
必
与
世

俗
相
為
標
榜
、
而
於
末
梢
上
争
弁
而
外
面
浮
汎
、
惟
自
老
実
為
之
〕。

後
世
の
学
術
に
対
し
て
は
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
が
、
思
う
に
そ

れ
は
聖
人
の
教
え
を
明
ら
か
に
し
え
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
王
陽
明

の
学
問
だ
け
が
、
周
惇
頤
・
二
程
の
の
ち
聖
人
の
真
の
真
意
を
得
て
い
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一
七

る
と
い
え
る
。
私
は
か
つ
て
こ
の
学
問
に
傾
倒
・
潜
心
し
、
ほ
ぼ
そ
の

概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
を
講
述
す
る
と
ま

で
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
王
陽
明
の
著
作
と
、
私
が
抄
録
し
て

表
題
を
つ
け
た
が
い
ま
だ
脱
稿
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
、
さ
ら
に

私
が
所
蔵
す
る
経
書
数
箱
分
、
手
写
し
た
数
冊
を
一
箱
に
収
め
て
遺
す

こ
と
に
す
る
。
く
れ
ぐ
れ
も
み
ず
か
ら
卑
下
せ
ず
、
わ
が
志
を
忘
れ
ぬ

よ
う
に
せ
よ
。〔
良
志
（
良
知
の
誤
字
か
）
の
学
こ
そ
は
真
実
で
あ
っ

て
、
わ
が
性
の
天
理
に
の
み
依
拠
す
る
。
こ
の
学
は
単
に
文
字
に
拘
泥

し
語
彙
を
追
い
か
け
て
議
論
の
足
し
に
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

ぜ
ひ
と
も
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
と
心
得
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
は
、
人
の
心
の
良
知
が
み
ず
か
ら
そ
う
と
知
る
も
の
な
の
だ
。
我
々

は
こ
れ
を
切
実
に
推
し
進
め
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
世
俗
に
向
か
っ
て
標

榜
し
、
末
梢
の
と
こ
ろ
で
論
争
し
て
毀
誉
褒
貶
す
る
必
要
の
な
い
も
の

で
あ
る
。
た
だ
み
ず
か
ら
誠
実
に
行
な
う
だ
け
だ
。〕

　

こ
れ
は
、
鄭
斉
斗
が
陽
明
学
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
核
心
が
「
良

知
の
学
」
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
「
世
俗
」
に
向

か
っ
て
公
に
す
る
こ
と
が
憚
ら
れ
た
こ
と
な
ど
、
鄭
斉
斗
の
思
想
と
周
囲
の

状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
聖
人
の
教
え
の
伝
達
者
と
し
て
周
惇
頤
・

二
程
と
い
う
道
学
の
先
駆
者
の
あ
と
、
朱
熹
を
オ
ミ
ッ
ト
し
、
た
だ
ち
に
王

守
仁
に
連
続
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

　

こ
こ
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
鄭
斉
斗
は
朝
鮮
に
お
い
て
初
め
て
本
格

的
に
陽
明
学
の
思
想
を
受
容
し
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
思
想
は
も
っ
ぱ

ら
子
孫
や
姻
戚
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
現
在
、
そ
の
学
統
は
霞
谷
学
派
ま

た
は
江
華
学
派
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
鄭
斉
斗
の
著
作
は
陽
明
学
者
で
あ

る
こ
と
を
憚
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
生
前
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
写
本

と
し
て
の
み
伝
わ
っ
た
。
現
在
、
文
集
と
し
て
最
も
入
手
し
や
す
い
の
は
『
霞

谷
集
』
二
十
二
巻
（
影
印
標
点 

韓
国
文
集
叢
刊
、
第
百
六
十
冊
、
民
族
文
化

推
進
会
、
景
仁
文
化
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
五
年
）
で
あ
り
、
本
稿
で
も
こ

の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
る
。
主
な
著
作
と
し
て
「
学
辨
」、「
存
言
」、「
中
庸
説
」、

「
大
学
説
」、「
論
語
説
」、「
孟
子
説
」、「
経
学
集
録
」、「
心
経
集
義
」、「
経

儀
」、「
河
洛
易
象
」
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
こ
の
『
霞
谷
集
』
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。二　

鄭
斉
斗
の
礼
学

　

さ
て
、
鄭
斉
斗
の
礼
学
は
そ
の
著
作
に
よ
り
大
き
く
三
つ
に
分
類
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
（
一
）「
壬
戌
遺
教
」
に
お
け
る
宗
族
内
の
儀
礼
、

（
二
）「
献
議
」
に
お
け
る
国
家
的
儀
礼
、（
三
）「
経
儀
」
に
お
け
る
日
常
生

活
上
の
儀
礼
の
三
つ
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
そ
の
内
容
と
特

色
を
検
討
し
て
み
た
い
。

（
一
）「
壬
戌
遺
教
」
に
お
け
る
宗
族
内
の
儀
礼

　
「
壬
戌
遺
教
」（『
霞
谷
集
』
巻
七
）
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
鄭
斉
斗
が
三

十
四
歳
の
時
、
危
篤
状
態
に
陥
っ
た
際
に
書
き
残
し
た
重
要
な
著
作
で
、
箇

条
書
き
ふ
う
に
事
項
が
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
主
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。



一
八

1　

家
事
（
宗
族
内
の
事
柄
）
に
つ
い
て

　

宗
族
内
の
事
柄
は
男
が
主
宰
す
べ
き
で
あ
っ
て
女
に
任
す
べ
き
で
は
な
い

こ
と
、
児
輩
は
早
く
か
ら
賢
師
に
つ
い
て
学
び
、
諸
父
兄
の
教
え
を
受
け
る

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
こ
の
う
ち
家
事
に
お
け
る
男
女
の
役
割
に
つ
い

て
は
、凡

家
事
、
惟
丈
夫
主
之
。
婦
人
則
雖
有
哲
婦
、
不
宜
当
家
与
政
。
故
夫

死
従
子
、
以
其
無
専
制
也
。
道
理
自
如
此
。
婦
人
奉
母
親
、
須
一
意
承

受
、
惟
在
順
吉
安
意
、
無
有
自
専
。

お
よ
そ
宗
族
内
の
こ
と
は
男
だ
け
が
主
宰
す
る
。
女
は
賢
い
嫁
が
い
て

も
、
家
の
中
を
取
り
仕
切
る
べ
き
で
は
な
い
。
だ
か
ら
夫
が
死
ね
ば
子

に
従
う
と
い
う
の
は
、
女
は
権
力
を
も
た
な
い
こ
と
に
よ
る
。
道
理
と

し
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
嫁
は
母
親
（
姑
）
に
事
え
、
あ
く
ま
で
そ
の
意

志
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
だ
従
順
で
意
に
沿
う
よ
う
に
す

る
こ
と
が
大
切
で
、
自
分
勝
手
に
差
配
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
い
う
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
宗
族
の
維
持
で
あ
る
。
男
系
の
同

族
集
団
た
る
宗
族
は
当
時
、
朝
鮮
の
血
縁
組
織
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
意

味
を
も
ち
つ
つ
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
朱
熹
の
『
家
礼
』
は
宗
族
内
に

お
け
る
儀
礼
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
と
に
見
る
よ
う
に
鄭
斉
斗
も

ま
た
『
家
礼
』
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
示
し
て
い
る
。

2　

喪
礼
・
祭
礼
の
実
施
に
つ
い
て

　

次
に
鄭
斉
斗
は
み
ず
か
ら
の
喪
礼
（
葬
儀
）
お
よ
び
祭
礼
の
実
施
に
つ
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
指
示
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
方
針
は
一
言
で
い
え
ば
「
儀

礼
の
簡
略
化
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
内
面
的
心
情
の
重
視
」
で
あ

る
。
そ
の
文
献
的
根
拠
と
な
っ
た
の
は
他
な
ら
ぬ
朱
熹
の
『
家
礼
』
で
あ
り
、

ま
た
、
み
ず
か
ら
の
属
す
る
西
人
系
の
学
者
の
文
献
―
李
珥
（
栗
谷
）
や
成

渾
（
牛
渓
）
の
礼
説
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
鄭
斉
斗
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て

い
る
。生

而
死
常
事
、
死
而
帰
於
朽
亦
常
事
。
聖
人
制
作
、
為
之
厚
葬
、
只
是

生
者
不
忍
之
仁
耳
、
非
有
補
於
死
者
也
。

生
き
て
い
る
者
が
死
ぬ
の
は
常
の
こ
と
で
あ
り
、
死
ん
で
肉
体
が
朽
ち

果
て
る
の
も
常
の
こ
と
で
あ
る
。
聖
人
が
儀
礼
を
制
作
し
、
厚
葬
を
行

な
う
よ
う
に
し
た
の
は
、
た
だ
遺
族
の
、
死
者
を
放
置
す
る
に
忍
び
な

い
仁
の
心
の
た
め
で
あ
っ
て
、
死
者
に
対
し
て
補
い
を
行
な
う
た
め
で

は
な
い
。

ま
た
、喪

祭
家
礼
従
簡
。
而
備
要
復
以
古
礼
増
之
〔
其
間
或
不
得
已
従
用
処
則

有
之
、
大
旨
家
礼
自
備
矣
〕。
難
於
適
従
。
今
只
従
家
礼
行
之
。
可
以
不

失
其
大
要
矣
。
且
其
序
中
謹
名
分
崇
愛
敬
之
道
、
乃
以
略
淳
久
効
本
実

為
主
、
此
至
要
之
旨
也
。
此
両
句
宜
深
体
而
勿
失
也
。

喪
祭
は
『
家
礼
』
で
は
簡
略
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
喪

礼
備
要
』
で
は
さ
ら
に
古
礼
に
も
と
づ
い
て
こ
れ
を
増
や
し
て
お
り
〔
そ

の
中
に
は
や
む
を
え
ず
用
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
基
本
的
な
趣
旨
は
『
家

礼
』
に
す
で
に
備
わ
っ
て
い
る
〕、
従
い
が
た
い
。
今
は
た
だ
『
家
礼
』

に
従
っ
て
実
施
す
れ
ば
そ
の
大
要
を
見
失
わ
ず
に
す
む
で
あ
ろ
う
。
し
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一
九

か
も
『
家
礼
』
の
序
文
に
「
名
分
を
謹
み
愛
敬
を
崇
ぶ
」
の
道
は
「
浮

文
を
略
し
本
実
に
務
む
る
」
を
も
っ
て
主
と
す
る
と
い
っ
て
お
り
、
こ

れ
こ
そ
は
最
も
緊
要
な
見
解
で
あ
る
。
こ
の
二
句
は
深
く
体
得
し
て
見

失
わ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

と
も
い
う
。
こ
こ
に
い
う
『
喪
礼
備
要
』
は
西
人
派
の
申
義
慶
が
著
わ
し
、

そ
の
親
友
の
金
長
生
（
一
五
四
八－

一
六
三
一
）
が
補
訂
し
完
成
さ
せ
た
も

の
で
、『
家
礼
』
の
喪
礼
篇
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
古
礼
や
諸
家
の
礼
節
お
よ
び

時
俗
な
ど
を
織
り
交
ぜ
た
、
朝
鮮
時
代
を
代
表
す
る
儀
礼
書
の
一
つ
で
あ
る）

6
（

。

鄭
斉
斗
は
そ
こ
に
記
さ
れ
た
煩
瑣
な
礼
の
規
定
で
は
な
く
、
実
践
可
能
で
簡

素
な
儀
礼
を
求
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

同
様
の
趣
旨
の
こ
と
は
祭
礼
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

礼
言
称
家
有
無
、
而
主
於
尽
愛
敬
之
誠
而
已
者
、
此
祭
礼
之
宗
旨
也
。

苟
知
此
也
、
節
省
従
簡
、
宜
遵
吾
之
所
自
好
。

礼
の
規
定
に
、
家
の
財
産
の
有
無
に
合
わ
せ
て
行
な
う
が
、
も
っ
ぱ
ら

愛
敬
の
誠
を
尽
く
す
だ
け
だ
と
す
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
祭
礼
の
宗
旨
で

あ
る
。
そ
れ
が
わ
か
る
な
ら
、
節
約
と
簡
略
化
は
私
の
好
む
と
こ
ろ
を

守
っ
て
ほ
し
い
。

と
い
う
。
こ
こ
で
も
「
愛
敬
の
誠
を
尽
く
す
」
と
い
う
心
情
と
と
も
に
、
儀

礼
の
簡
略
化
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
宗
子
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、

凡
祭
祀
之
輪
行
之
非
、
先
賢
已
言
之
。
支
子
亦
非
、
況
至
外
孫
乎
。
一

切
祭
礼
、
宗
孫
主
之
、
力
有
不
足
、
諸
子
孫
必
助
之
、
俾
有
成
法
則
幸

矣
。
考
之
家
礼
宗
法
明
矣
。
所
以
尊
祖
也
。

お
よ
そ
祭
祀
を
輪
番
で
行
な
う
の
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
は
先
賢
が
す

で
に
説
明
し
て
い
る
。
支
子
も
ダ
メ
で
あ
る
。
ま
し
て
外
孫
は
な
お
さ

ら
で
あ
る
。
一
切
の
祭
礼
は
宗
孫
が
こ
れ
を
つ
か
さ
ど
り
、
も
し
力
不

足
の
場
合
は
他
の
子
ど
も
た
ち
が
必
ず
助
け
る
と
い
う
の
を
わ
が
家
の

規
定
と
す
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
家
礼
』
の
宗
法
に

照
ら
し
て
考
え
れ
ば
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
は
祖
先
を
尊
ぶ
ゆ
え
ん
で
あ

る
。

と
し
て
、
嫡
庶
の
輪
番
で
は
な
く
宗
子
の
み
が
行
な
う
べ
き
こ
と
を
強
調
す

る
が
、
こ
れ
ま
た
『
家
礼
』
に
の
っ
と
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
成
渾
の
礼
説
に
関
し
て
は
、

勿
用
挽
、
勿
用

、
銘
旌
用
小
紅
幅
書
五
字
、
如
牛
溪
先
生
事
。

挽
章
も

も
用
い
て
は
な
ら
ず
、
銘
旌
に
は
小
さ
な
紅
の
一
幅
に
五
文

字
を
書
く
。
こ
れ
は
成
牛
溪
先
生
の
喪
事
の
よ
う
に
せ
よ
。

と
見
え
る）

7
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。「
挽
」（
挽
章
）
と
は
棺
を
引
く
時
に
歌
う
挽
歌
・
挽
詞
の
こ
と
、

は
棺
を
墓
地
に
移
す
際
、
棺
の
傍
ら
で
持
っ
て
歩
く
扇
状
の
飾
り
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
『
家
礼
』
で
は
「
挽
」
は
用
い
な
い
が
、

は
用
い
る
か
ら
、『
家

礼
』
よ
り
も
簡
略
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

李
珥
の
礼
説
に
つ
い
て
は
、

四
節
日
祭
、
従
栗
谷
先
生
説
為
可
。
○
家
礼
択
日
上
塚
、
或
三
月
十
月
、

誠
為
至
当
。
国
俗
四
節
。
誠
如
栗
谷
先
生
語
、
依
遵
撃
蒙
要
訣
行
之
。

四
つ
の
節
日
の
祭
り
に
つ
い
て
は
、
栗
谷
先
生
の
説
に
従
う
の
が
よ
い
。



二
〇

○
『
家
礼
』
で
は
日
を
選
ん
で
墓
祭
す
る
が
、
三
月
と
か
十
月
に
し
て

い
る
の
は
ま
こ
と
に
至
当
と
い
え
る
。
わ
が
国
の
風
俗
の
四
節
に
関
し

て
は
、
ま
こ
と
に
栗
谷
先
生
の
い
う
よ
う
に
『
撃
蒙
要
訣
』
に
従
っ
て

行
な
う
。

と
い
う
。
こ
れ
は
「
四
節
」
す
な
わ
ち
正
朝
（
元
旦
）、
寒
食
、
端
午
、
秋
夕

に
墓
祭
を
行
な
う
と
い
う
『
家
礼
』
に
は
な
い
朝
鮮
の
時
俗
を
、
李
珥
の
説

に
従
っ
て
認
め
た
も
の
で
あ
る）

8
（

。

ま
た
、『
家
礼
』
よ
り
簡
略
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、

平
日
家
祭
、
於
吾
魚
肉
飯
餅
兼
設
蔬
果
数
品
、
略
倣
家
礼
、
而
又
従
省

陳
之

）
9
（

。

平
日
の
家
で
の
祭
祀
は
、
魚
肉
飯
餅
と
と
も
に
蔬
果
数
品
を
供
え
る
点

は
ほ
ぼ
『
家
礼
』
に
な
ら
う
が
、
よ
り
簡
略
化
し
て
並
べ
よ
。

と
い
う
。

3　

学
問
お
よ
び
児
童
の
教
育
方
法
に
つ
い
て

　
「
壬
戌
遺
教
」
で
は
児
童
教
育
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

凡
教
児
童
、
不
宜
摧
残
其
気
、
以
折
生
意
、
惟
当
順
以
導
之
。
王
文
成

訓
蒙
大
意
、
最
是
善
誘
善
養
、
必
可
為
法
、
但
世
人
無
能
知
其
意
。

お
よ
そ
児
童
を
教
え
る
場
合
は
、
気
持
ち
を
ぺ
し
ゃ
ん
こ
に
し
て
や
る

気
を
挫
く
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
ず
、
た
だ
素
直
に
導
い
て
や
る

の
が
い
い
。
王
文
成
公
の
「
訓
蒙
大
意
」
は
児
童
を
誘
掖
し
育
む
の
に

最
も
手
本
に
し
う
る
も
の
な
の
だ
が
、
世
の
人
々
は
そ
の
意
義
が
わ
か

ら
な
い
。

　

こ
こ
に
い
う
「
訓
蒙
大
意
」
と
は
王
守
仁
の
「
訓
蒙
大
意
示
教
読
劉
伯
頌

等
」（『
王
陽
明
全
集
』
巻
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
王
守
仁
が
児

童
教
育
の
方
針
を
示
し
た
も
の
で
、
一
「
誘
之
歌
詩
、
以
発
其
意
思
」、
二

「
導
之
習
礼
、
以
粛
其
威
儀
」、
三
「
諷
之
読
書
、
以
開
其
知
覚
」
の
三
つ
の

方
法
を
柱
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
児
童
の
能
動
性
を
引
き
出
す
方
法
と
し

て
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
第
二
の
儀
礼
の
学
習
、
す
な
わ

ち
「
導
之
習
礼
、
以
粛
其
威
儀
」（
之
を
導
き
て
礼
を
習
わ
し
め
て
、
以
て
其

の
威
儀
を
粛
す
）
で
あ
る
。
王
守
仁
は
、

導
之
習
礼
者
、
非
但
粛
其
威
儀
而
已
、
亦
所
以
周
旋
揖
譲
而
動
蕩
其
血

脈
、
拝
起
屈
伸
而
固
束
其
筋
骸
也
。

児
童
を
導
い
て
礼
を
実
習
さ
せ
る
の
は
、
単
に
威
儀
を
厳
粛
な
も
の
に

す
る
た
め
で
は
な
い
。
周
旋
揖
讓
し
て
そ
の
血
脈
を
動
か
し
、
拜
起
屈

伸
し
て
身
体
を
訓
練
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
。
儀
礼
を
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
通
じ
て
学
ば
せ
る
こ
と
は
王
守
仁
の

強
く
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
訓
蒙
大
意
」
に
附
さ
れ
た
「
教
約
」
で

も
、

凡
習
礼
須
要
澄
心
粛
慮
、
審
其
儀
節
、
度
其
容
止
。
毋
忽
而
惰
、
毋
沮

而

、
毋
径
而
野
、
従
容
而
不
失
之
迂
緩
、
脩
謹
而
不
失
之
拘
局
。
久

則
礼
貌
習
熟
、
徳
性
堅
定
矣
。

お
よ
そ
儀
礼
を
実
習
す
る
に
は
心
を
澄
ま
せ
て
思
慮
を
慎
み
、
そ
の
儀

式
次
第
の
細
部
ま
で
理
解
し
、
容
貌
動
作
を
正
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
粗
忽
で
怠
惰
に
し
た
り
、
気
持
ち
が
萎
え
て
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
、
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大
雑
把
で
野
卑
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
な

が
ら
緩
慢
に
な
ら
ず
、
厳
粛
で
あ
り
な
が
ら
堅
苦
し
く
な
い
よ
う
に
す

る
。
こ
れ
を
し
ば
ら
く
続
け
て
い
け
ば
、
儀
礼
の
形
が
習
熟
し
、
内
面

の
徳
性
も
堅
固
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
い
い
、
さ
ら
に
、

毎
日
工
夫
、
先
考
徳
、
次
背
書
誦
書
、
次
習
礼
或
作
課
倣
、
次
復
誦
書

講
書
、
次
歌
詩
。
凡
習
礼
歌
詩
之
数
、
皆
所
以
常
存
童
子
之
心
、
使
其

楽
習
不
倦
、
而
無
暇
及
於
邪
僻
。
教
者
知
此
、
則
知
所
施
矣
。

毎
日
の
実
践
は
、
ま
ず
徳
性
の
涵
養
を
考
え
、
次
に
書
物
を
暗
誦
し
、

次
に
儀
礼
を
実
習
し
た
り
作
文
を
行
な
っ
た
り
し
、
次
に
詩
を
歌
う
。

お
よ
そ
儀
礼
の
実
習
と
詩
を
歌
う
場
合
の
規
則
は
み
な
児
童
の
心
を
引

き
と
め
、
学
習
を
楽
し
ん
で
厭
き
さ
せ
ず
、
邪
な
心
が
き
ざ
す
暇
が
な

い
よ
う
に
す
る
。
教
育
者
が
こ
の
こ
と
を
知
れ
ば
、
ど
う
す
れ
ば
い
い

か
わ
か
る
だ
ろ
う
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
理
論
よ
り
も
実
践
を
通
し
て
礼
教
を
発
揮
さ

せ
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ

る
儀
礼
の
実
習
が
鄭
斉
斗
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
の
学
習
が
「
洒
掃
応
対
進
退
之
節
」
を
幼
少
の

頃
か
ら
習
わ
せ
よ
う
と
し
て
編
ま
れ
た
朱
熹
の
『
小
学
』
の
精
神
を
継
承
し

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
と
で
再
び
と
り

あ
げ
る
が
、
鄭
斉
斗
が
『
小
学
』
と
『
家
礼
』
の
閲
読
と
実
践
を
推
奨
し
て

い
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る）
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（
二
）　
「
献
議
」
に
お
け
る
国
家
的
儀
礼

　
『
霞
谷
集
』
巻
五
に
は
「
献
議
」
と
し
て
戊
戌
年
（
一
七
一
八
、
粛
宗
四
十

四
年
）
か
ら
癸
丑
年
（
一
七
三
三
、
英
祖
九
年
）、
す
な
わ
ち
鄭
斉
斗
七
十
九

歳
か
ら
八
十
五
歳
（
死
去
の
三
年
前
）
に
至
る
上
奏
三
十
一
篇
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
れ
の
献
議
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
国
家
儀

礼
に
関
す
る
も
の
（
喪
礼
、
喪
服
制
、
祝
辞
、
属
称
、
遷
陵
、
祭
服
、
嬪
宮

号
な
ど
）
で
あ
る
。
い
ま
尹
南
漢
氏
の
整
理
に
も
と
づ
き
掲
げ
て
お
く）

11
（

。

一
、
端
懿
嬪
喪
視
事
燕
居
服
色
議
対
（
礼
郎　

李
善
行
）
戊
戌
三
月
十

三
日

二
、
端
懿
嬪
喪
服
制
議
対　

戊
戌
十
一
月
七
日

三
、
辞
対
朝
晡
哭
臨
受
杖
議　

回
啓
（
礼
郎　

韓
斗
一
）
庚
子
七
月
三

日
〔
回
答
を
辞
退
〕

四
、
朝
官
燕
居
帯
議
対　

庚
子
七
月

五
、
新
授
職
人
追
服
当
否
議
対　

庚
子
八
月
十
五
日

六
、
辞
対
練
帯
議　

回
啓
（
礼
郎　

趙
命
臣
）
辛
丑
六
月
〔
回
答
を
辞

退
〕

七
、
辞
対
明
陵
誌
文
事
議　

甲
辰
閏
四
月
〔
回
答
を
辞
退
〕　

佚

八
、
嬪
宮
議
号
議
対
（
史
官　

鄭
重
器
）　

辛
丑
・
壬
寅
年
間
か

九
、
服
制
儀
節
議
対
（
闕
外　

哭
班
時
）　

甲
辰
八
月
二
十
八
日

十
、
香
室
祝
辞
議
対　

甲
辰
八
月
二
十
八
日

十
一
、
大
妃
殿
服
制
議
対　

甲
辰
八
月
二
十
九
日



二
二

十
二
、
永
徽
殿
告
文
属
称
議
対
（
礼
郎　

尹
尙
白
）　

甲
辰
九
月
六
日

十
三
、
庚
子
服
制
追
議
（
入
於
甲
辰
辞
召
命　

疏
下
）　

甲
辰
九
月　

佚

十
四
、
啓
聖
祠
拝
礼
議
対
（
礼
官　

鄭
再
春
）　

甲
辰
十
月
十
日

十
五
、
辞
対
宗
廟
移
安
儀
議　

回
啓
（
礼
郎　

申
思
稷
）　

乙
巳
九
月
十

日
〔
回
答
を
辞
退
〕

十
六
、
辞
対
四
賢
祠
合
享
議　

回
啓
（
礼
官　

鄭
再
春
）　

乙
巳
十
一
月

十
二
日
〔
回
答
を
辞
退
〕

十
七
、
孝
章
世
子
喪
両
殿
服
制
議
対
（
承
召
入
対
時
）　

戊
申
十
一
月
十

八
日

十
八
、
葬
前
私
家
祭
行
否
議　

戊
申
十
一
月
二
十
九
日

十
九
、
葬
前
朔
望
参
議
対　

戊
申
十
二
月
四
日

二
十
、
殯
宮
祭
礼
議
対　

戊
申
十
二
月
四
日

二
十
一
、
卒
哭
前
後
服
色
議
対　

戊
申
十
二
月
二
十
六
日

二
十
二
、
銭
貨
便
否
議
対　

己
酉
正
月
五
日

二
十
三
、
魂
宮
練
後
享
官
服
色
議
対　

己
酉
十
月
二
十
四
日

二
十
四
、
逆
女
夫
及
父
縁
坐
律
議
対　

庚
戌
三
月
十
八
日

二
十
五
、
徳
宗
室
祝
辞
属
称
議
対
（
礼
郎　

宋
履
瑞
）　

庚
戌
九
月
二
十

一
日

二
十
六
、
徳
宗
室
属
称
議
復
対
（
礼
郎　

朴
宗
儒
）　

庚
戌
十
月
二
十
六

日
二
十
七
、
長
陵
遷
奉
議
対　

辛
亥
三
月

二
十
八
、
進
講
冊
子
議
対
（
史
官　

李
顕
謨
）　

辛
亥
五
月　

佚

二
十
九
、
遷
陵
儀
注
議
対　

辛
亥
六
月

三
十
、
視
学
時
所
講
冊
子
及
講
官
員
数
議
対
（
礼
官　

崔
成
大
）　

癸
丑

二
月

三
十
一
、
辞
対
祭
服
議　

回
啓
（
礼
郎　

李
世

）　

癸
丑
十
二
月
二
十

七
日

　

こ
の
う
ち
一
「
端
懿
嬪
喪
視
事
燕
居
服
色
議
対
」
と
二
「
端
懿
嬪
喪
服
制

議
対
」
は
一
七
一
八
年
（
粛
宗
四
十
四
年
）
に
死
去
し
た
端
懿
嬪
沈
氏
（
当

時
世
子
で
あ
っ
た
景
王
の
妃
、
端
懿
王
后
）
の
喪
制
に
関
す
る
も
の
、
三
「
辞

対
朝
晡
哭
臨
受
杖
議　

回
啓
」、
四
「
朝
官
燕
居
帯
議
対
」、
五
「
新
授
職
人

追
服
当
否
議
対
」、
六
「
辞
対
練
帯
議　

回
啓
」、
七
「
辞
対
明
陵
誌
文
事
議
」

は
一
七
二
〇
年
（
粛
宗
四
十
六
年
）
に
死
去
し
た
粛
宗
の
喪
礼
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
九
「
服
制
儀
節
議
対
」、
十
「
香
室
祝
辞
議
対
」、
十
一
「
大
妃
殿

服
制
議
対
」、
十
三
「
庚
子
服
制
追
議
」
は
一
七
二
四
年
（
景
宗
四
年
）
に
死

去
し
た
景
宗
の
喪
制
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
十
二
「
永
徽
殿
告
文
属
称
議

対
」
は
、
同
年
即
位
し
た
英
祖
が
端
懿
王
后
廟
に
報
告
す
る
際
の
属
称
に
関

す
る
も
の
、
十
四
「
啓
聖
祠
拝
礼
議
対
」
は
成
均
館
の
啓
聖
祠
（
孔
子
・
顔

回
・
曽
子
・
子
思
・
孟
子
そ
れ
ぞ
れ
の
父
を
祀
る
）
に
お
け
る
拝
礼
に
関
す

る
も
の
、
十
五
「
辞
対
宗
廟
移
安
儀
議　

回
啓
」
は
宗
廟
に
お
け
る
神
主
の

奉
安
に
関
す
る
も
の
、
十
六
「
辞
対
四
賢
祠
合
享
議　

回
啓
」
は
成
均
館
内

の
四
賢
祠
の
合
享
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。



鄭
斉
斗
の
礼
学

二
三

　

十
七
「
孝
章
世
子
喪
両
殿
服
制
議
対
」、
十
八
「
葬
前
私
家
祭
行
否
議
」、

十
九
「
葬
前
朔
望
参
議
対
」、
二
十
「
殯
宮
祭
礼
議
対
」、
二
十
一
「
卒
哭
前

後
服
色
議
対
」、
二
十
三
「
魂
宮
練
後
享
官
服
色
議
対
」
は
い
ず
れ
も
一
七
二

八
年
（
英
祖
四
年
）
に
早
逝
し
た
孝
章
世
子
の
喪
制
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

二
十
五
「
徳
宗
室
祝
辞
属
称
議
対
」
お
よ
び
二
十
六
「
徳
宗
室
属
称
議
復

対
」
は
徳
宗
の
祭
礼
時
に
お
け
る
祝
文
に
関
す
る
も
の
。
徳
宗
は
第
七
代
王

の
世
祖
の
長
子
で
即
位
前
に
夭
折
し
た
懿
敬
世
子
（
一
四
三
八－

一
四
五
七
）

の
こ
と
で
、
の
ち
に
そ
の
子
の
成
宗
に
よ
り
徳
宗
と
追
尊
さ
れ
て
い
る
。
二

十
七
「
長
陵
遷
奉
議
対
」
と
二
十
九
「
遷
陵
儀
注
議
対
」
は
仁
祖
の
妃
で
あ

る
仁
烈
王
后
の
陵
墓
・
長
陵
を
遷
す
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
三
十
「
視

学
時
所
講
冊
子
及
講
官
員
数
議
対
」
は
国
王
が
成
均
館
を
視
察
し
た
際
の
講

書
お
よ
び
講
義
担
当
官
の
数
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
ま
た
三
十
一
「
辞

対
祭
服
議　

回
啓
」
は
宗
廟
祭
祀
に
お
け
る
祭
官
の
服
色
の
修
正
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鄭
斉
斗
は
晩
年
、
国
王
お
よ
び
礼
官
か
ら
し
ば
し
ば
下
問

に
あ
ず
か
っ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
儀
礼
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の

う
ち
儀
礼
に
関
連
し
な
い
の
は
銭
貨
流
通
の
弊
害
に
つ
い
て
述
べ
た
二
十
二

「
銭
貨
便
否
議
対
」、
逆
女
（
悪
逆
な
女
）
の
夫
と
父
を
連
坐
せ
し
む
べ
し
と

し
た
二
十
四
「
逆
女
夫
及
父
縁
坐
律
議
対
」、
英
祖
へ
の
進
講
に
関
す
る
二
十

八
「
進
講
冊
子
議
対
」
ぐ
ら
い
で
あ
る
が
、
年
譜
に
よ
れ
ば
鄭
斉
斗
は
「
進

講
冊
子
議
対
」
に
お
い
て
「
礼
」
を
講
ず
る
べ
き
だ
と
し
、
英
宗
は
そ
れ
に

従
っ
た
と
い
う）

12
（

。

　

こ
れ
ら
の
中
に
は
回
答
を
辞
退
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
国
家
儀

礼
・
祀
典
に
関
す
る
重
要
な
内
容
が
含
ま
れ
て
お
り
、
鄭
斉
斗
は
こ
れ
ら
に

対
し
て
諸
説
を
引
用
し
つ
つ
答
え
て
お
り
、
彼
が
国
家
儀
礼
お
よ
び
そ
の
文

献
に
通
暁
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
献
議
に
見
ら
れ
る
基

本
方
針
は
、
議
論
を
い
た
ず
ら
に
複
雑
化
し
た
り
、
衒
学
化
す
る
こ
と
な
く
、

『
国
朝
五
礼
儀
』
の
礼
説
を
中
心
と
し
て
決
着
を
は
か
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

あ
っ
た）

13
（

。
こ
れ
は
、「
壬
戌
遺
教
」
の
と
こ
ろ
で
見
た
儀
礼
の
簡
素
化
に
通
じ

る
考
え
方
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
王
守
仁
は
国
家
儀
礼
に
対
し
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
国
家
儀
礼
に
関
し
て
こ
れ
と
い
っ

て
積
極
的
に
発
言
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
明
の
世
宗
（
嘉
靖
帝
）
が
即
位

し
た
正
徳
十
六
年
（
一
五
二
一
）、
い
わ
ゆ
る
大
礼
問
題
が
起
っ
て
重
大
な
政

争
に
発
展
し
て
い
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る）

14
（

。
王
守
仁
門
人
の
鄒
守
益
は
世

宗
を
諫
め
る
べ
く
上
疏
し
た
が
、
逆
に
世
宗
の
怒
り
に
触
れ
て
詔
獄
に
下
さ

れ
、
つ
い
で
安
徽
広
徳
州
の
判
官
に
流
謫
さ
れ
る
し
ま
つ
で
あ
っ
た）

15
（

。
王
守

仁
は
権
力
争
い
や
政
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
を
警
戒
し
て
中
央
政
局
と
距
離

を
置
き
、
地
方
で
の
講
学
活
動
に
打
ち
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、

王
守
仁
と
て
国
家
儀
礼
の
あ
り
方
に
無
関
心
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い）

16
（

。

　

そ
の
こ
と
は
王
守
仁
が
鄒
守
益
に
与
え
た
書
簡
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
れ
は

鄒
守
益
が
流
謫
先
で
書
院
を
建
て
、
礼
教
を
振
興
す
る
た
め
に
『
諭
俗
礼
要
』

を
刊
行
し
て
士
民
に
配
布
し
た
こ
と
を
聞
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が）

17
（

、

そ
こ
に
、



二
四

承
示
諭
俗
礼
要
、
大
抵
一
宗
文
公
家
礼
而
簡
約
之
、
切
近
人
情
、
甚
善

甚
善
。
非
吾
謙
之
誠
有
意
於
化
民
成
俗
、
未
肯
汲
汲
為
此
也
。
古
礼
之

存
於
世
者
、
老
師
宿
儒
当
年
不
能
窮
其
説
、
世
之
人
苦
其
煩
且
難
、
遂

皆
廃
置
而
不
行
。
故
今
之
為
人
上
而
欲
導
民
於
礼
者
、
非
詳
且
備
之
為

難
、
惟
簡
切
明
白
而
使
人
易
行
之
為
貴
耳
。
…
…
若
徒
拘
泥
於
古
、
不

得
於
心
而
冥
行
焉
、
是
乃
非
礼
之
礼
、
行
不
著
而
習
不
察
者
矣
。
後
世

心
学
不
講
、
人
失
其
情
、
難
乎
与
之
言
礼
。
然
良
知
之
在
人
心
、
則
万

古
如
一
日
。
苟
順
吾
心
之
良
知
以
致
之
、
則
所
謂
不
知
足
而
為

、
我

知
其
不
為
簣
矣
。
非
天
子
不
議
礼
制
度
、
今
之
為
此
、
非
以
議
礼
為
也
、

徒
以
末
世
廃
礼
之
極
、
聊
為
之
兆
以
興
起
之
。
故
特
為
此
簡
易
之
説
、

欲
使
之
易
知
易
従
焉
耳
。
冠
婚
喪
祭
之
外
、
附
以
郷
約
、
其
於
民
俗
亦

甚
有
補
。
至
於
射
礼
、
似
宜
別
為
一
書
、
以
教
学
者
、
而
非
所
以
求
諭

於
俗
。
…
…
文
公
家
礼
所
以
不
及
於
射
、
或
亦
此
意
也
歟

）
18
（

。

と
い
う
。
王
守
仁
は
鄒
守
益
が
『
家
礼
』
に
も
と
づ
い
て
こ
れ
を
簡
略
化
し
、

冠
婚
喪
祭
の
礼
式
を
作
っ
た
こ
と
を
賞
賛
す
る
。
そ
し
て
「
今
の
上
に
立
つ

者
が
民
を
礼
に
導
く
場
合
、
詳
細
か
つ
完
備
し
た
も
の
に
す
る
の
は
難
し
い

な
ど
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
簡
切
明
白
で
実
践
し
や
す
い
も
の
で
あ

る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
簡
略
で
実
践
性
に

富
む
儀
礼
の
策
定
は
前
に
見
た
鄭
斉
斗
の
礼
学
の
方
針
と
ぴ
っ
た
り
一
致
し

て
い
る
。
王
守
仁
は
さ
ら
に
「
天
子
に
非
ざ
れ
ば
礼
を
議
し
制
度
を
制
せ
ず
」

（『
礼
記
』
中
庸
篇
の
語
）
と
い
う
一
般
原
則
を
述
べ
た
あ
と
、
こ
う
し
た
試

み
は
礼
を
こ
と
さ
ら
に
議
論
す
る
も
の
で
は
な
く
、
儀
礼
が
廃
頽
す
る
今
、

礼
教
を
振
興
す
る
き
っ
か
け
に
し
た
い
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
政
治
状
況

を
ふ
ま
え
て
礼
教
を
地
方
か
ら
立
て
直
し
て
い
こ
う
と
い
う
企
て
で
あ
る
。

有
名
な
郷
約
の
整
備
も
こ
れ
に
か
か
わ
る
実
践
で
あ
っ
た）

19
（

。

　

ち
な
み
に
王
守
仁
は
こ
の
書
簡
で
、
さ
ら
に
祠
堂
内
に
お
け
る
高
祖
・
曾

祖
・
祖
・
禰
の
神
主
の
配
置
に
つ
い
て
論
じ
、
わ
が
家
で
は
『
家
礼
』
に
も

と
づ
き
い
く
ら
か
変
更
を
加
え
た
浦
江
の
鄭
氏
の
方
式
に
従
っ
て
祀
っ
て
い

る
、
と
い
う）

20
（

。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
鄭
斉
斗
が
国
家
儀
礼
に
通
暁
し
て
い
た
の
も

陽
明
学
の
礼
教
性
に
も
の
づ
く
も
の
と
理
解
で
き
る
。
鄭
斉
斗
は
王
守
仁
ら

と
同
様
、
儀
礼
の
形
式
や
礼
に
よ
る
教
化
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
ま
た
議
論
を
い
た
ず
ら
に
複
雑
化
せ
ず
、『
国
朝
五
礼
儀
』
を
主
要
な

拠
り
所
と
し
て
決
着
を
は
か
る
と
い
う
姿
勢
も
ま
た
、
い
か
に
も
実
効
性
を

重
ん
じ
る
陽
明
学
者
な
ら
で
は
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
三
）　
「
経
儀
」
に
お
け
る
日
常
生
活
上
の
儀
礼

　

次
に
、「
経
儀
」（『
霞
谷
集
』
巻
十
九
）
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
鄭
斉
斗

が
少
年
時
代
か
ら
古
聖
賢
の
日
常
の
起
居
動
作
の
規
範
と
な
り
う
る
格
言
を

さ
ま
ざ
ま
な
文
献
か
ら
抜
書
き
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
り
、
申
大
羽
の
跋
に

「
経
、
常
也
、
儀
、
猶
法
也
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
経
儀
」
と
は
「
日
常
生

活
に
お
け
る
規
範
」
の
意
味
で
あ
る
。
巻
末
に
は
師
の
朴
世
采
に
よ
る
「
追

輯
」
が
附
さ
れ
て
い
る
。
目
次
に
よ
っ
て
構
成
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
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五

通
言
3
条　

容
貌
30
条　

視
11
条　

坐
8
条
（
附 

跪
説
・
退
渓
説
各
1

条
）　

立
8
条　

步
趨
19
条
（
附 

朱
子
説
・
朱
子
事
各
1
条
）　

拜
揖
8

条
（
附　

朱
子
説
1
条
）　

言
語
36
条
（
附 

朱
子
説
1
条
）　

衣
服
13
条　

飲
食
28
条　

授
受
7
条　

相
見
24
条
（
附 

礼
見
・
燕
見
・
往
還
・
請

召
・
進
退
・
迎
送
・
拜
揖
・
道
塗
・
朱
子
事
各
1
条
）　

升
車
12
条

（
附 

朱
子
事
1
条
）　

居
処
49
条　

少
者
儀
16
条　

従
宜
4
条
（
附 

先

儒
説
4
条
）　

雑
記
12
条

追
輯　

通
言
6
条　

容
貌
3
条　

視
3
条　

聴 

新
目
2
条　

步
趨
1

条　

拜
揖
1
条　

言
語
1
条　

雑
記
2
条　

夙
興
夜
寐
箴　

敬
斎
箴

　

こ
の
「
経
儀
」
は
一
目
で
朱
熹
・
劉
清
之
の
『
小
学
』
に
類
似
す
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
項
目
は
日
常
生
活
の
立
ち
居

振
る
舞
い
の
作
法
で
あ
り
、
朱
熹
の
い
う
「
灑
掃
応
対
進
退
の
節
」（「
大
学

章
句
序
」
お
よ
び
「
題
小
学
」）
に
相
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
朱
熹
に
よ
れ

ば
、
中
国
古
代
に
お
い
て
児
童
は
小
学
で
起
居
動
作
の
マ
ナ
ー
を
実
習
し
た

と
し
、
そ
れ
に
ち
な
ん
で
関
連
記
事
を
『
礼
記
』
や
『
論
語
』、『
儀
礼
』、『
管

子
』
弟
子
職
篇
な
ど
古
代
の
諸
文
献
か
ら
関
連
記
事
を
抜
書
き
し
て
『
小
学
』

が
編
纂
さ
れ
た
。
特
に
『
小
学
』
内
篇
の
「
敬
身
」
部
分
は
そ
の
よ
う
な
立

ち
居
振
る
舞
い
の
記
事
を
数
多
く
引
用
し
て
お
り
、「
経
儀
」
と
の
親
近
性
を

感
じ
さ
せ
る
。
た
だ
し
、『
小
学
』
の
敬
身
部
分
は
「
心
術
之
要
」「
威
儀
之

則
」「
衣
服
之
制
」「
飲
食
之
節
」
と
い
う
章
立
て
で
あ
っ
て
、「
経
儀
」
ほ
ど

細
か
く
分
類
し
て
い
な
い
が
、
要
す
る
に
「
経
儀
」
は
『
小
学
』
の
編
集
方

針
を
基
本
に
し
て
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

い
く
ら
か
「
経
儀
」
の
記
事
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
冒
頭
の
「
通
言
」

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

毋
不
敬
、
儼
若
思
、
安
定
辞
。
○
九
容
。
足
容
重
、
手
容
恭
、
目
容
端
、

口
容
止
、
声
容
静
、
頭
容
直
、
気
容
粛
、
立
容
徳
、
色
容
荘
。
○
九
思
。

視
思
明
、
聴
思
聡
、
色
思
温
、
貌
思
恭
、
言
思
忠
、
事
思
敬
〔
一
事
之

作
、
無
不
敬
慎
〕、
疑
思
問
〔
有
疑
于
心
、
必
就
先
覚
審
問
、
不
知
不

措
〕、
忿
思
難
〔
有
忿
必
懲
、
以
理
自
勝
〕、
見
得
思
義
〔
臨
財
必
明
義

利
之
弁
、
合
義
然
後
取
之
。
○
九
容
九
思
。
分
見
各
章
。
故
只
註
其
未

見
者
〕。

　

こ
こ
の
「
毋
不
敬
」
の
条
は
『
礼
記
』
曲
礼
篇
の
語
、
九
容
は
『
礼
記
』

玉
藻
篇
に
、
九
思
は
『
論
語
』
季
氏
篇
に
出
典
す
る
。
い
ず
れ
も
起
居
動
作

の
姿
勢
や
心
構
え
に
つ
い
て
具
体
的
な
や
り
方
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
「
坐
」
の
項
目
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

坐
如
尸
。
○
坐
端
而
直
。
○
坐
無
箕
。
○
並
坐
不
横
肱
。
○
席
不
正
不

坐
。
○
虚
坐
尽
後
、
食
坐
尽
前
。
○
有
憂
者
、
側
席
而
坐
。
有
喪
者
、

専
席
而
坐
〔
憂
謂
親
有
疾
也
。
側
独
也
。
謂
独
坐
不
舒
佗
面
席
。
明
憂

不
在
接
人
故
也
。
専
単
也
。
自
斉
衰
以
下
、
始
喪
而
有
席
、
並
不
重
降

居
処
也
〕。
○
両
膝
著
地
、
伸
腰
及
股
、
而
勢
危
者
為
跪
。
両
膝
著
地
、

以
尻
著
蹠
而
稍
安
者
為
坐
。



二
六

古
人
席
地
而
坐
、
有
問
於
人
則
略
起
身
時
、
其
膝
至
、
或
謂
之
跪
。

退
渓
先
生
曰
、
盤
坐
雖
不
如
危
坐
之
儼
粛
、
似
不
害
於
義
理
、
可
以
通

謂
之
正
坐
端
坐
。

　

こ
れ
は
坐
す
る
作
法
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、「
坐
如
尸
」
は
『
礼

記
』
曲
礼
篇
、「
坐
端
而
直
」
は
黄
榦
「
朱
子
行
状
」、「
坐
無
箕
」
は
『
白
孔

六
帖
』
巻
二
十
九
の
「
傲
慢
」
に
出
典
す
る
。
さ
ら
に
「
並
坐
不
横
肱
」
は

『
礼
記
』
曲
礼
篇
、「
席
不
正
不
坐
」
は
『
論
語
』
郷
党
篇
、「
虚
坐
尽
後
、
食

坐
尽
前
」
お
よ
び
「
有
憂
者
、
側
席
而
坐
。
有
喪
者
、
専
席
而
坐
」
は
『
礼

記
』
曲
礼
篇
に
出
典
す
る
。
さ
ら
に
「
両
膝
著
地
」
以
下
は
朱
熹
の
「
跪
坐

拝
説
」（『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
十
八
）
の
語
で
あ
る
。
最
後
に
李
滉
（
退
渓
）

の
説
を
引
用
す
る
が
、
こ
れ
は
『
退
渓
先
生
文
集
』
巻
二
十
八
の
書
簡
「
答

金
惇
敍
」
に
出
典
す
る
。

　

こ
ま
ご
ま
と
し
た
作
法
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
き
わ
め
て
着
実
か
つ

具
体
的
で
あ
る
。
人
は
行
住
坐
臥
い
ず
れ
の
時
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
に
ふ

る
ま
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
躬
行
自
得
の
学
の
一
端
を
よ
く
示

し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

日
常
生
活
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
指
針
は
、
べ
つ
に
朱
子
学
の
占
有
物
で

は
な
い
。「
訓
蒙
大
意
」
の
と
こ
ろ
で
も
見
た
よ
う
に
、
王
守
仁
は
日
常
的
儀

礼
が
形
式
に
流
れ
る
の
を
戒
め
、
精
神
性
・
実
践
性
の
自
覚
を
重
視
し
つ
つ

儀
礼
を
習
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
鄭
斉
斗
の
「
経
儀
」
は

そ
の
よ
う
な
陽
明
学
の
側
面
を
継
承
、
発
展
さ
せ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

三　

鄭
斉
斗
の
「
克
己
復
礼
」「
博
文
約
礼
」
理
解

　
『
論
語
』
顔
淵
篇
に
い
う
「
克
己
復
礼
」
の
フ
レ
ー
ズ
、
お
よ
び
同
書
雍
也

篇
・
顔
淵
篇
に
い
う
「
博
文
約
礼
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
儀
礼
の
実
践
に
お
い
て

重
要
な
意
味
を
も
つ
が
、
そ
の
解
釈
に
関
し
て
鄭
斉
斗
は
王
守
仁
の
思
想
を

正
確
に
理
解
し
て
い
た
。

　

鄭
斉
斗
は
そ
の
「
学
辯
」（『
霞
谷
集
』
巻
八
）
で
、

王
氏
則
以
為
出
於
此
心
而
不
在
於
物
。
是
心
之
天
理
、
発
之
於
物
、
無

不
各
有
其
則
矣
。
所
謂
有
天
然
之
中
於
事
事
物
物
者
、
乃
是
心
也
。
是

故
曰
民
之
秉
彝
也
、
孟
子
以
仁
義
礼
智
之
心
人
皆
有
之
、
非
由
外
鑠
我

者
是
也
。
其
可
謂
之
在
物
乎
。
故
仁
而
克
己
復
礼
、
義
而
必
有
事
焉
。

其
礼
与
非
礼
、
在
於
此
心
、
非
在
於
耳
目
口
四
肢
也
。
其
義
与
非
義
、

在
於
此
心
、
非
在
於
事
物
也
。
所
謂
復
礼
者
、
所
以
於
視
聴
言
動
之
上

復
此
心
之
礼
、
而
四
勿
克
己
者
、
視
聴
言
動
於
非
礼
之
心
而
克
之
、
非

以
其
礼
之
則
在
於
視
聴
言
動
而
制
之
也
。
所
謂
集
義
者
、
所
以
於
事
事

之
上
集
此
心
之
義
、
而
必
有
事
者
。
有
事
於
此
心
之
義
耳
、
非
以
義
為

集
之
於
事
而
有
事
於
外
也
。
何
者
。
仁
也
礼
也
義
也
、
皆
心
也
、
非
外

也
。

王
陽
明
は
、
礼
や
義
が
こ
の
心
か
ら
出
た
も
の
で
、
物
に
外
在
す
る
の

で
は
な
い
と
考
え
た
。
こ
の
心
の
天
理
が
物
に
発
現
し
、
す
べ
て
の
物

に
原
則
が
備
わ
る
の
だ
。「
天
然
の
中ち

ゅ
うが
事
事
物
物
に
あ
る
」
と
い
わ
れ

る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
民
の
彝つ
ね

を
秉
る
や
」
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（『
詩
経
』
大
雅
・
烝
民
篇
）
と
い
い
、
孟
子
が
仁
義
礼
智
の
心
は
誰
し

も
持
っ
て
お
り
、
外
部
か
ら
我
れ
を
メ
ッ
キ
し
た
の
で
は
な
い
と
考
え

た
（『
孟
子
』
告
子
篇
上
）
の
も
そ
の
た
め
だ
。
い
っ
た
い
礼
や
義
が
物

に
あ
る
な
ど
と
い
え
よ
う
か
。
だ
か
ら
仁
に
関
し
て
は
「
克
己
復
礼
」

し
、
義
に
関
し
て
は
「
必
ず
事
と
す
る
こ
と
有
る
」（『
孟
子
』
公
孫
丑

篇
上
）
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
が
礼
に
合
致
し
て
い
る
否
か
は
こ
の
心
に

か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
耳
や
目
や
口
、
四
肢
に
あ
る
の
で
な
な

い
。
そ
れ
が
義
で
あ
る
か
否
か
は
こ
の
心
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
事
物
に
あ
る
の
で
は
な
い
。「
礼
に
復
る
」
と
は
視
聴
言
動
の
上
に
お

い
て
こ
の
心
の
礼
に
復
る
手
立
て
で
あ
り
、
四
つ
の
「
勿
れ
」（「
礼
に

非
ざ
れ
ば
視
る
こ
と
勿
れ
、
礼
に
非
ざ
れ
ば
聴
く
こ
と
勿
れ
、
礼
に
非

ざ
れ
ば
言
う
こ
と
勿
れ
、
礼
に
非
ざ
れ
ば
動
く
こ
と
勿
れ
」）
に
よ
っ
て

己
に
克
つ
と
は
視
聴
言
動
に
お
い
て
非
礼
の
心
に
う
ち
克
つ
の
で
あ
っ

て
、
礼
の
原
則
に
よ
っ
て
視
聴
言
動
を
制
御
す
る
の
で
は
な
い
。「
義
を

集
む
」
と
は
事
柄
の
上
に
お
い
て
こ
の
心
の
義
を
集
め
る
手
立
て
で
あ

り
、「
必
ず
事
と
す
る
こ
と
有
り
」
と
は
こ
の
心
の
義
に
取
り
組
む
だ
け

で
あ
っ
て
、
義
を
物
事
の
上
に
集
め
て
外
部
に
取
り
組
む
の
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
仁
も
礼
も
義
も
み
な
心
で
あ
っ
て
、
外
部
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
ら
だ
。

と
い
っ
て
い
る
。
一
般
に
「
克
己
復
礼
」（
己
に
克
ち
て
礼
に
復
る
）
と
は
利

己
心
を
抑
え
、
礼
的
規
範
に
た
ち
か
え
っ
て
こ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
と
さ
れ
、

朱
熹
も
そ
の
方
向
で
解
釈
し
て
い
る
が
、
鄭
斉
斗
は
こ
こ
に
い
う
礼
を
外
的

規
範
で
は
な
く
、
自
己
の
心
に
そ
な
わ
る
も
の
と
し
て
内
在
化
す
る
。
礼
は

心
に
具
有
さ
れ
た
理
で
あ
り
、
視
・
聴
・
言
・
動
と
い
う
日
常
的
起
居
動
作

の
場
で
「
非
礼
」
の
心
に
う
ち
克
ち
、
心
を
天
理
そ
の
も
の
に
な
ら
し
め
よ

う
と
す
る
の
が
「
克
己
復
礼
」
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
博
文
約
礼
」
に
つ
い
て
は
「
学
辯
」
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ

る
。

博
文
者
、
即
約
礼
之
功
、
博
学
於
文
、
乃
所
以
為
約
礼
也
。
其
所
以
博

之
於
文
者
非
他
、
即
学
之
於
其
礼
之
文
。
博
之
於
文
而
礼
斯
約
矣
。
非

文
之
外
別
有
礼
也
、
非
博
之
後
更
事
約
也
〔
文
其
費
也
、
礼
其
隠
也
、

博
其
功
也
、
約
其
帰
也
。
非
舎
礼
而
徒
博
於
文
也
。
随
其
理
之
発
見
而

学
存
天
理
、
是
博
文
也
。
其
要
是
心
之
純
乎
天
理
則
是
約
礼
也
〕。

博
文
は
そ
の
ま
ま
約
礼
の
実
践
で
あ
り
、
博
く
文
（
現
象
の
筋
道
）
を

学
ぶ
こ
と
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
約
礼
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
博
く
文

を
学
ぶ
の
は
他
で
も
な
い
、
礼
の
文
に
学
ぶ
の
で
あ
る
。
文
の
場
で
お

し
広
げ
て
礼
で
収
斂
す
る
。
文
の
外
に
別
に
礼
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

博
文
の
あ
と
で
改
め
て
約
礼
を
実
践
す
る
の
で
も
な
い
〔
文
と
は
費あ

き

ら

か
な
側
面
、
礼
と
は
隠
れ
た
側
面
で
あ
る
。
博
と
は
実
践
面
を
い
い
、

約
と
は
結
果
面
を
い
う
。
礼
を
う
ち
捨
て
て
た
だ
単
に
文
を
博
く
学
ぶ

の
で
は
な
い
。
理
の
発
現
す
る
場
ご
と
に
学
び
、
天
理
と
し
て
の
心
を

保
持
す
る
、
こ
れ
が
博
文
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
心
が
天
理
に
純
粋
に

な
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
約
礼
で
あ
る
〕。

　

一
般
に
「
博
文
約
礼
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
広
く
学
ん
だ
う
え
で



二
八

（「
博
く
文
を
学
ぶ
」）、
そ
の
多
く
の
知
識
を
礼
的
規
範
へ
と
収
斂
さ
せ
て
い

く
（「
之
を
約
す
る
に
礼
を
以
て
す
」）
こ
と
と
解
さ
れ
、
朱
熹
も
そ
の
よ
う

に
解
し
て
い
る
が
、
鄭
斉
斗
は
そ
の
よ
う
な
段
階
的
理
解
を
退
け
、「
博
文
」

と
「
約
礼
」
を
同
じ
実
践
の
二
つ
の
側
面
と
見
る
。「
文
」
す
な
わ
ち
現
象
と

し
て
現
わ
れ
て
い
る
物
事
の
筋
道
を
広
く
学
び
理
解
し
て
い
く
、
そ
の
よ
う

な
実
践
は
心
を
純
粋
な
天
理
そ
の
も
の
た
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
ま
た
「
約
礼
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、「
学
辯
」
に
は
、

嗚
呼
、
約
礼
者
存
天
理
者
也
。

あ
あ
、「
約
礼
」
と
は
天
理
を
存
す
る
こ
と
だ
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
、

博
問
約
礼
、
博
学
篤
行
、
只
是
一
功
而
有
顕
微
、
一
事
而
有
体
用
、
不

可
以
先
後
言
之
也
。
凡
先
後
之
分
節
者
、
乃
後
儒
支
二
之
見
也
。

博
問
と
約
礼
、
博
学
と
篤
行
は
た
だ
一
つ
の
実
践
で
あ
っ
て
顕
と
微
の

違
い
が
あ
る
だ
け
、
一
つ
の
事
柄
で
あ
っ
て
体
と
用
の
違
い
が
あ
る
だ

け
だ
か
ら
、
先
後
の
関
係
で
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
先
と
後
に
分
割

す
る
の
は
、
後
儒
の
誤
謬
に
す
ぎ
な
い
。

と
い
う
。
こ
の
ほ
か
、「
存
言
」
下
（『
霞
谷
集
』
巻
九
）
に
お
い
て
も
、

孔
顔
則
曰
克
己
復
礼
、
博
文
約
礼
。
博
之
於
視
聴
言
動
而
帰
之
於
礼
。

孔
子
・
顔
回
は
「
克
己
復
礼
」
と
い
い
「
博
文
約
礼
」
と
い
う
。
視
・

聴
・
言
・
動
の
場
で
博
く
学
び
、
そ
れ
を
約
礼
の
結
果
へ
と
導
い
て
い

く
。

と
、
同
様
の
主
張
が
見
え
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
起
居
動
作
の
場
に
お
い
て
、
お

の
れ
に
内
在
す
る
天
理
を
十
全
な
も
の
に
し
て
い
く
と
い
う
実
践
が
説
か
れ

る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
礼
思
想
は
王
守
仁
の
思
想
を
忠
実
に
受
け
継
ぐ
も
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
王
守
仁
の
礼
思
想
の
核
心
を
述
べ
た
「
博
約
説
」（『
王

陽
明
全
集
』
巻
七
、
文
録
四
）、
お
よ
び
『
伝
習
録
』
巻
上
・
第
九
条
に
照
ら

せ
ば
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
礼
は
天
理
と
し
て
心
に
具
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
外
部
に
あ
る
礼
的
規
範
は
、
実
は
心
の
内
に
あ
る
天
理
と
し
て
の
礼

の
反
映
で
あ
る
こ
と
、
外
的
な
「
博
文
」
実
践
は
と
り
も
な
お
さ
ず
内
的
な

「
約
礼
」
に
直
結
す
る
こ
と
な
ど
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
用
語
も
似
か
よ
っ
て

い
る）

21
（

。
鄭
斉
斗
の
礼
思
想
が
内
容
・
表
現
と
も
に
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

小　
　

結

―
陽
明
学
と
礼
教

　

以
上
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
鄭
斉
斗
の
礼
学
は
王
守
仁
の
礼
学
を
よ
く
継

承
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
鄭
斉
斗
は
朱
熹
の
『
家
礼
』
や
『
小

学
』
を
し
ば
し
ば
引
用
す
る
が
、
そ
れ
は
朱
子
学
に
回
帰
し
た
と
か
、
陽
明

学
か
ら
逸
脱
し
た
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
王
守
仁
そ
の
人
の
考
え
で
も

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
中
国
の
陽
明
学
者
た
ち
は
礼
教
の
回
復
に
積
極
的
で
あ
り
、

そ
の
た
め
の
基
本
資
料
と
し
て
『
家
礼
』
を
活
用
し
て
い
た）

22
（

。
そ
の
こ
と
は

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
他
に
も
事
例
は
少
な
く
な



鄭
斉
斗
の
礼
学

二
九

い
。
た
と
え
ば
、
陽
明
学
の
先
駆
者
陳
献
章
（
白
沙
）
は
、
広
東
新
会
県
に

お
い
て
知
事
の
丁
積
と
と
も
に
『
家
礼
』
に
も
と
づ
く
礼
式
を
実
行
し
て
時

俗
を
一
変
さ
せ
て
い
る
し）

23
（

、
陳
献
章
門
人
の
周
成
は
歙
県
の
訓
導
に
な
っ
た

と
き
、「
冠
祭
の
礼
」
を
学
生
た
ち
に
実
習
さ
せ
て
い
る）

24
（

。

　

ま
た
、
王
守
仁
門
人
の
鄒
守
益
に
よ
る
儀
礼
実
習
に
つ
い
て
は
す
で
に
見

た
が
、
鄒
守
益
は
他
に
『
喪
祭
礼
要
』
と
い
う
書
物
も
刊
行
し
普
及
さ
せ
て

い
る
。
こ
れ
は
『
家
礼
』
の
要
点
を
抽
出
、
整
理
し
た
も
の
で
、
実
行
し
や

す
い
喪
祭
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た）

25
（

。

　

な
お
、
陽
明
学
者
で
は
な
い
が
、
王
守
仁
と
同
時
代
の
王
廷
相
（
一
四
七

四－

一
五
四
四
）
は
『
喪
礼
備
纂
』
二
巻
を
著
わ
す
に
際
し
て
『
大
明
集
礼
』

の
ほ
か
、『
家
礼
』『
家
礼
儀
節
』『
開
元
礼
』
な
ど
を
参
照
し
て
い
る）

26
（

。
さ
ら

に
躬
行
実
践
を
重
ん
じ
た
清
初
の
顔
元
（
一
六
三
五－
一
七
〇
四
）
は
、
こ

れ
ま
た
『
家
礼
』
を
底
本
に
し
た
『
礼
文
手
鈔
』
を
著
わ
し
て
い
る）

27
（

。
こ
れ

は
『
家
礼
』
本
文
を
抄
写
し
た
う
え
で
顔
元
自
身
の
詳
し
い
コ
メ
ン
ト
を
書

き
入
れ
た
も
の
で
、
そ
の
熱
意
の
ほ
ど
が
わ
か
る
。
ま
た
顔
元
が
母
の
葬
儀

に
あ
た
っ
て
根
拠
と
し
た
の
も
『
家
礼
』
で
あ
っ
た
と
い
う）

28
（

。

　

つ
い
で
に
、
日
本
陽
明
学
の
場
合
を
見
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
で

あ
る
。
中
江
藤
樹
は
『
家
礼
』
に
も
と
づ
く
神
主
を
作
り
、
熊
沢
蕃
山
は
そ

の
「
葬
祭
弁
論
」
に
お
い
て
仏
教
を
痛
烈
に
批
判
す
る
と
と
も
に
、『
家
礼
』

の
重
要
性
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る）

29
（

。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、『
家
礼
』
や
『
小
学
』
な
ど
の
朱
熹
の
著
作
は
、
朱
子

学
者
と
か
陽
明
学
者
、
躬
行
実
践
派
な
ど
を
含
め
て
、
後
世
、
儒
学
者
に
広

く
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
儀
礼
の
実
践
が
儒
家
と
し

て
必
要
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
書
物
が
卑
近
な
日
常
生
活
の
規
則

に
つ
い
て
記
し
て
お
り
、
思
想
的
論
議
を
引
き
起
こ
す
余
地
が
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
朱
子
学
と
陽
明
学
と
で
は
儀
礼
の
位
置
づ
け
が
異
な
っ
て
い

る
。
儀
礼
を
自
己
の
外
部
に
存
在
す
る
と
考
え
が
ち
な
朱
子
学
に
対
し
て
、

陽
明
学
で
は
儀
礼
を
外
部
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
心
の
反
映

と
見
な
し
て
主
体
的
に
こ
れ
を
省
察
し
て
い
く
と
い
う
能
動
性
が
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
陽
明
学
に
お
い
て
は
細
か
な
儀
礼
研
究
は
な
さ
れ
ず
、
簡
明
で

内
面
的
心
情
を
重
視
し
た
実
施
方
針
が
求
め
ら
れ
た
。
朱
子
学
に
あ
っ
て
は

儀
礼
の
客
観
的
研
究
が
積
極
的
に
追
究
さ
れ
た
が
、
陽
明
学
に
あ
っ
て
儀
礼

の
実
践
は
自
己
実
現
の
一
つ
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
実
践
性
に
照
ら
し
て
正

し
い
と
考
え
ら
れ
る
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
陽
明
学
に
お

い
て
礼
教
は
自
発
的
実
践
に
根
ざ
す
も
の
と
し
て
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

鄭
斉
斗
の
礼
学
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
陽
明
学
者
と
し
て
の
本
質
を

失
っ
て
い
な
い
。
朱
王
折
衷
的
だ
と
か
右
傾
化
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
鄭
斉
斗
の
礼
学
は
礼
教
面
を
含
め
て
陽
明
学
的
だ
っ
た
と
い
え
よ

う
。注（

1
）  
中
純
夫
『
朝
鮮
の
陽
明
学
―
初
期
江
華
学
派
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
東
京
、
一

九
一
三
年
）。

（
2
）  

こ
れ
ま
で
の
関
連
研
究
に
つ
い
て
は
中
純
夫
「
朝
鮮
陽
明
学
研
究
史
に
関
す
る



三
〇

覚
え
書
き
」（『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
』
人
文
・
社
会
、
第
五
十
七
号
、
二
〇

〇
五
年
）
の
紹
介
が
有
益
で
あ
る
。

（
3
）  

윤
남
한
『
朝
鮮
時
代
의
陽
明
学
研
究
』（
집
문
당
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
二
年
）　

二

一
七
頁
。

（
4
）  
김
윤
정
「
霞
谷
鄭
斉
斗
의
宗
法
시
행
과
礼
論
」（『
인
천
학
연
구
』
九
、
二
〇
〇

八
年
）。

（
5
）  

「
霞
谷
先
生
年
譜
」、「
行
状
」（
い
ず
れ
も
韓
国
文
集
叢
刊
一
六
〇
『
霞
谷
集
』

所
収
、
景
仁
文
化
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
五
年
）、
윤
남
한
前
掲
論
文
二
〇
六
頁
、

中
純
夫
前
掲
書
六
五
頁
以
下
に
よ
る
。

（
6
）  

都
民
宰
・
吾
妻
重
二
訳
「
畿
湖
学
派
に
お
け
る
『
朱
子
家
礼
』
の
受
容
」（
吾
妻

重
二
・
朴
元
在
編
『
朱
子
家
礼
と
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
渉
』、
汲
古
書
院
、
東
京
、

二
〇
一
二
年
）
四
二
七
頁
参
照
。

（
7
）  

『
牛
溪
先
生
集
』
雑
著
、
後
事
、
書
付
文
書
に
、「
且
勿
用
挽
章
。
但
於
前
路
、

以
紅
小
紙
書
昌
寧
成
君
之
柩
六
字
、
使
一
人
持
之
前
路
可
也
」
と
あ
る
。

（
8
）  

李
珥
『
祭
儀
鈔
』
墓
祭
儀
に
「
墓
祭
。
依
俗
制
、
行
于
四
名
日
〔
正
朝
、
寒
食
、

端
午
、
秋
夕
〕…
…
謹
按
家
礼
。
墓
祭
只
於
三
月
、
択
日
行
之
、
一
年
一
祭
而
已
。

今
俗
於
四
名
日
、
皆
行
墓
祭
、
従
俗
従
厚
、
亦
無
妨
。
但
墓
祭
行
于
四
時
、
与
家

廟
無
等
殺
、
亦
似
未
安
。
若
講
求
得
中
之
礼
、
則
当
於
寒
食
秋
夕
二
節
、
具
盛
饌
、

読
祝
文
、
祭
土
神
。
一
依
家
礼
墓
祭
之
儀
、
正
朝
端
午
二
節
、
則
略
備
饌
物
、
只

一
献
無
祝
、
且
不
祭
土
神
。
夫
如
是
則
酌
古
通
今
、
似
為
得
宜
」
と
い
う
。

（
9
）  

本
稿
で
用
い
た
王
守
仁
の
全
集
は
『
王
陽
明
全
集
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九

九
二
年
）
で
あ
る
。

（
10
）  

「
壬
戌
遺
教
」
に
「
立
児
明
年
可
早
畢
史
略
、
復
略
授
少
微
鑑
等
数
冊
、
以
資
文

理
。
自
再
明
年
授
小
学
〔
先
以
資
興
起
〕、
以
次
連
授
語
孟
四
書
、
次
及
詩
書
、
循

環
熟
読
」
と
い
い
、「
答
従
子
俊
一
書
」（『
霞
谷
集
』
巻　

三
）
に
お
い
て
「
小

学
・
家
礼
、
誠
為
切
実
門
庭
、
須
勤
加
読
習
」
と
い
っ
て
い
る
。

（
11
）  

윤
남
한
前
掲
書
二
四
九
頁
。

（
12
）  

以
上
、「
献
議
」
の
内
容
に
関
し
て
は
「
霞
谷
先
生
年
譜
」（『
霞
谷
集
』
巻
十
）、

『
奎
章
閣
所
蔵
文
集
解
説
18
세
기
13
』
の
「
霞
谷
集
」（
서
울
대
학
교
奎
章
閣
韓
国

学
研
究
院
、
民
昌
社
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
13
）  

「
献
議
」
の
礼
説
が
『
国
朝
五
礼
儀
』
を
主
要
な
拠
り
所
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

김
윤
정
前
掲
論
文
に
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。

（
14
）  

中
山
八
郎
「
王
陽
明
と
明
代
の
政
治
軍
事
」（
安
岡
正
篤
ら
監
修
『
陽
明
学
入

門
』
所
収
、
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
一
年
）。

（
15
）  

『
明
史
』
巻
二
八
三
、
鄒
守
益
伝
。

（
16
）  

大
礼
問
題
に
関
し
て
は
、
天
田
武
夫
「
大
礼
の
議
と
王
陽
明
」（『
中
国
哲
学
』

創
刊
号
、
北
海
道
大
学
中
国
哲
学
会
、
一
九
六
〇
年
）
が
参
考
に
な
る
。
な
お
山

下
龍
二
氏
は
、
鄒
守
益
は
朱
子
学
に
近
い
人
物
で
あ
り
、
王
守
仁
は
大
礼
問
題
に

お
い
て
む
し
ろ
世
宗
に
同
情
的
で
あ
っ
た
と
い
う
（
山
下
『
陽
明
学
の
終
焉
』、
二

八
五－

二
八
七
頁
、
研
文
出
版
、
東
京
、
一
九
九
一
年
）。
し
か
し
、
か
り
に
そ
う

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
儀
礼
と
い
う
も
の
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
王
守
仁
が
鄒
守

益
と
対
立
的
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

（
17
）  

「
諭
俗
礼
要
序
」（『
鄒
守
益
集
』
巻
二
、
鳳
凰
出
版
社
、
南
京
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
18
）  

「
答
鄒
謙
之　

二　

丙
戊
」（『
王
陽
明
全
集
』
巻
六
、
文
録
三
）。

（
19
）  

王
守
仁
の
郷
約
整
備
と
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
清
水
盛
光
『
中
国
郷
村

社
会
史
論
』（
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
五
一
年
）
三
五
八
頁
以
下
、
寺
田
浩
明

「
明
清
法
秩
序
に
お
け
る
「
約
」
の
性
格
」（
溝
口
雄
三
ほ
か
編
『
ア
ジ
ア
か
ら
考

え
る
4　

社
会
と
国
家
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
東
京
、
一
九
九
四
年
）、
井
上
徹

『
中
国
の
宗
族
と
国
家
の
礼
制

―
宗
法
主
義
の
視
点
か
ら
の
分
析
』（
研
文
出

版
、
東
京
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
有
益
で
あ
る
。

（
20
）  

浦
江
鄭
氏
は

州
金
華
の
浦
江
に
居
を
か
ま
え
、
累
世
同
居
の
宗
族
と
し
て
元

朝
お
よ
び
明
の
太
祖
朱
元
璋
に
よ
り
旌
表
さ
れ
た
有
名
な
義
門
で
あ
る
。『
家
礼
』

に
も
と
づ
く
宗
族
内
儀
礼
の
書
で
あ
る
『
鄭
氏
家
儀
』（
元
の
鄭
泳
撰
）
が
伝
わ

る
。

（
21
）  

王
守
仁
の
「
博
約
説
」
に
は
「
博
文
以
約
礼
、
格
物
以
致
其
良
知
、
一
也
。
故

先
後
之
説
、
後
儒
支
繆
之
見
也
。
…
…
夫
礼
也
者
、
天
理
也
。
天
命
之
性
具
于
吾

心
、
其
渾
然
全
体
之
中
、
而
条
理
節
目
森
然
畢
具
、
是
故
謂
之
天
理
。
天
理
之
条

理
謂
之
礼
。
是
礼
也
、
其
発
見
於
外
、
則
有
五
常
百
行
、
酬
酢
変
化
、
語
黙
動
静
、
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升
降
周
旋
、
隆
殺
厚
薄
之
属
。
宣
之
於
言
而
成
章
、
措
之
於
為
而
成
行
、
書
之
於

冊
而
成
訓
。
炳
然
蔚
然
、
其
条
理
節
目
之
繁
、
至
於
不
可
窮
詰
、
是
皆
所
謂
文
也
。

是
文
也
者
、
礼
之
見
於
外
者
也
。
礼
也
者
、
文
之
存
於
中
者
也
。
文
、
顕
而
可
見

之
礼
也
。
礼
、
微
而
難
見
之
文
也
。
是
所
謂
体
用
一
源
而
顕
微
無
間
者
也
。
是
故

君
子
之
学
也
、
於
酬
酢
変
化
、
語
黙
動
静
之
間
而
求
尽
其
条
理
節
目
焉
、
非
他
也
、

求
尽
吾
心
之
天
理
焉
耳
矣
。
於
升
降
周
旋
、
隆
殺
厚
薄
之
間
而
求
尽
其
条
理
節
目

焉
者
、
博
文
也
。
求
尽
吾
心
之
天
理
焉
者
、
約
礼
也
。
文
散
於
事
而
万
殊
者
也
、

故
曰
博
、
礼
根
于
心
而
一
本
者
也
、
故
曰
約
。
…
…
是
故
約
礼
必
在
於
博
文
、
而

博
文
乃
所
以
約
礼
。
二
之
而
分
先
後
焉
者
、
是
聖
学
之
不
明
而
功
利
異
端
之
説
乱

之
也
」
と
い
う
。
ま
た
『
伝
習
録
』
巻
上
・
第
九
条
に
は
「
礼
字
即
是
理
字
。
理

之
発
見
可
見
者
謂
之
文
、
文
之
隠
微
不
可
見
者
謂
之
理
、
只
是
一
物
。
約
礼
只
是

要
此
心
純
是
一
箇
天
理
、
要
此
心
純
是
天
理
須
就
理
之
発
見
処
用
功
。
…
…
這
便

是
博
学
之
於
文
、
便
是
約
礼
的
功
夫
」
と
見
え
る
。

（
22
）  

陽
明
学
の
礼
教
性
に
つ
い
て
は
、
溝
口
雄
三
「
中
国
近
世
の
思
想
世
界
」（
溝
口

雄
三
ら
『
中
国
と
い
う
視
座　

こ
れ
か
ら
の
世
界
史
4
』、
平
凡
社
、
東
京
、
一
九

九
五
年
）、
小
島
毅
『
中
国
近
世
に
お
け
る
礼
の
言
説
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
東

京
、
一
九
九
六
年
）
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
23
）  

陳
献
章
「
丁
知
県
行
状
」（『
陳
献
章
集
』
巻
一
、
中
華
書
局
、
北
京
、
一
九
八

七
年
）、『
明
史
』
巻
二
八
一
・
丁
積
伝
。

（
24
）  

『
万
暦
嘉
定
県
志
』
卷
九
・
職
官
下
（
四
庫
全
書
存
目
叢
書
、
史
部
第
二
〇
九

冊
、
荘
厳
文
化
事
業
有
限
公
司
、
台
湾
、
一
九
九
七
年
）。

（
25
）  

鄒
守
益
「
喪
祭
礼
要
序
」（『
鄒
守
益
集
』
巻
二
、
鳳
凰
出
版
社
、
南
京
、
二
〇

〇
七
年
）。

（
26
）  

王
廷
相
『
喪
礼
備
纂
』（『
王
廷
相
集
』
第
四
冊
、
中
華
書
局
、
北
京
、
一
九
八

九
年
）。

（
27
）  

顔
元
『
礼
文
手
鈔
』（『
顔
元
集
』
上
冊
、
中
華
書
局
、
北
京
、
一
九
八
七
年
）。

（
28
）  

『
顔
習
斎
先
生
年
譜
』
上
・
戊
申
三
十
四
歳
条
（『
顔
元
集
』
下
冊
、
中
華
書
局
、

北
京
、
一
九
八
七
年
）。

（
29
）  

吾
妻
「
日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
の
受
容

―
林
鵞
峰
『
泣
血
余
滴
』『
祭
奠

私
儀
』
を
中
心
に
」（
吾
妻
重
二
・
朴
元
在
編
『
朱
子
家
礼
と
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交

渉
』、
汲
古
書
院
、
東
京
、
二
〇
一
二
年
）、
お
よ
び
吾
妻
「
池
田
光
政
と
儒
教
喪

祭
儀
礼
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
創
刊
号
、
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育

研
究
拠
点
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

＊ 

本
研
究
は
、
平
成
二
十
五
年
度
関
西
大
学
研
修
員
研
究
費
に
よ
っ
て
行
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。



三
二

On Ritual Thought of Jeong Jedu （鄭齊斗）
― Yangming School and Confucian Rituals in Korea

AZUMA Juji

 Jeong Jedu （1649‒1736） was a Yangming school philosopher of the late 
Joseon period, a quite unusual fi gure in an era in which the Neo-Confucian 
teachings of the Zhu Xi school had become the reigning orthodoxy in intel-
lectual circles.
 Even so, previous scholarship has noted his “Neo-Confucian conservatism” 
and “rightist tendencies.” Jeong wrote extensively on the theory and practice 
of Confucian ritual, and since he largely based his discussion on texts of Zhu 
Xi’s Jia li （Family Rituals） and  Xiao xue （The Elementary Learning）, he is 
said to have been inclined toward the Zhu Xi school.
 Following a careful examination of the writings of both Jeong Jedu and 
Wang Shouren, this paper provides substantive evidence that this is a misin-
terpretation of Jeong’s thought. In short, Jeong’s thought had lost none of its 
essence as that of a scholar of the Yangming school, nor had it made a right-
ward turn or a hybridization with Zhu Xi’s Neo-Confucianism. Instead, as this 
paper will make clear, Jeong Jedu’s thinking on ritual, including his views on 
its relationship with morality and ethics, was quite faithful to the philosophy 
of Wang Shouren. It also points to the unique characteristics of the morality 
and ethics of the Wang Yangming school in general.


